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（１）「フリーター等正規雇用化プラン（仮称）」の推進          ４５６億円 

①若者に対する就職支援                        ４５３億円 

 就職氷河期に正社員になれなかった年長フリーター等（25 歳～39 歳）を重

点に、職業相談、職業紹介から職場定着に至るまでの一貫した支援等を集中的に

実施する。また、30 代後半の不安定就労者まで拡大したトライアル雇用制度、

年長フリーター等を積極的に正規雇用する事業主に対する奨励金（1 人 100 万円

（大企業は 50 万円）の活用とともに、実践的な職業訓練等を実施し安定した就

職につなげる。 
 
②若者の応募機会拡大に向けた企業の取組の促進             ３．６億円 

若者の応募機会の拡大について、事業主への指導を強化するとともに、事業主

への相談機能の充実を図るほか、モデル的な取組を支援し、その成果を広く発信す

る。 

 
（２）ニート等の若者の職業的自立支援の強化                ２２億円 

①「地域若者サポートステーション」事業の拡充                  １７億円 

   ニート等の若者に対する地域の支援拠点である地域若者サポートステーションに

ついて、設置拠点を拡充（77 か所→92 か所）するとともに、教育機関等とのネ

ットワーク機能を強化し、若者・保護者に対し能動的に働きかけ等を行う。 

 
②「若者自立塾」事業の実施等                            ５．１億円 

   合宿形式による集団生活の中で、生活訓練、労働体験等を通じて、若者に働く自

信と意欲を付与する「若者自立塾」事業について、訓練メニューの多様化等により、

効果的な実施を図る。 

 

（３）内定取消し問題への対応（再掲・前ページ参照）         ７．６億円 

 

 

 

 
（１）新待機児童ゼロ作戦の推進など保育サービスの充実（第４－１－（２）（４６

ページ）で詳述）                              ３，５６９億円 

   女性の就業希望の継続を実現するため、待機児童の解消など保育サービスの充実を

図る。 

 

 

２ 若者の自立の実現             ５５３億円（３１３億円） 

３ 女性の就業希望の実現       ３，６９７億円（３，６７７億円） 


